
　令和７年２月１日を調査基準日として実施される「2025年農林業センサス」の統計調査員を募集します。農林業センサス
とは、農林業を営む農家、林業、会社や集落営農などの経営の実態を正しく把握するため、５年に１度、全国的に実施さ
れる調査です。空いた時間を活用したい人、ダブルワークとして従事したい人でも大歓迎です。また、調査を開始する前
に説明会で詳しい仕事の内容を説明しますので、経験のない人でも安心してご応募ください。

■統計調査員とは
　国や県が実施する統計調査において、調査対象となる世帯や事業所などを直接訪問し、統計調査の趣旨や内容を説明
し、調査票への記入依頼、回収、点検および整理を行います。

■活動期間
　令和７年１月～令和７年３月上旬（予定）

■統計調査員の報酬
　２万円～４万円程度（担当する調査区数によって変動）

■主な仕事（予定）

■応募資格
（１）町内で調査に従事できる、心身ともに健康な満20歳以上の人
（２）責任を持って調査事務を遂行し、秘密を保持できる人
（３）警察・選挙・税務に直接関係の無い人
（４）暴力団でない人および暴力団と密接な関係を有しない人

■募集期限
　８月30日（金）まで

■応募方法
　町ホームページからダウンロードするか、産業観光課窓口に備え付けの「統計調査員登録申込書」に記入していただき、
産業観光課窓口へ提出してください。

2025年農林業センサスの統計調査員を募集します不適正な森林開発の早期発見のための取り組みについて

全国一斉「こどもの人権相談」強化週間について

司法書士による「成年後見相談会」の開催のお知らせ

■問 ■申 産業観光課　☎32-1108

実施目的：県では森林の適正管理を積極的に推進するため、不適正な森林開発の早期発見・早期解消に努めています。

内　　容：不適正な森林開発の防止に対する県民の理解の促進および県職員による定期的な森林パトロールに取り組んで
います。また「森林の不適正事案110番」を設置していますので、森林内での不審な「伐採」「建築物」「採掘」「不法
投棄」など、不適正と思われる事案を発見した場合には県西濃農林事務所にご連絡ください。詳細は同所ホーム
ページ内にも掲載しています。

強化月間：11日の「山の日」を含み夏季行楽シーズンでもある８月を強化月間とし、森林パトロールを重点的に実施します。

～　なんでもおしえて　こころのもやもや　～
　いじめ、虐待のほか、学校生活、家庭の問題など、こどもの人権に関わる悩みごと、心配ごとなどの相談に応じます。

日 時：８月21日（水）～ 27日（火）　８時30分 ～ 19時
　　　　　　　※ただし、８月24日（土）・25日（日）は10時 ～ 17時

相談専用電話（こどもの人権110番）
電 話 番 号：0120-007-110（フリーダイヤル）

SNS（LINE）による人権相談
アカウント名　法務局LINEじんけん相談
検索ID　　　　@linejinkensoudan

　（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を図るため、下
記のとおり司法書士による「成年後見相談会」を開催します。

司法書士による「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
１．日　時　９月８日（日）　13時30分～ 16時30分　（要予約・先着順［12枠］）
　　　　　　予約受付　８月23日（金）～９月５日（木）
２．場　所　岐阜市薮田南五丁目14番53号
　　　　　　ＯＫＢふれあい会館４階405、406、407、408　小会議室
３．相談例　ひとり暮らしの今後が不安。知的障害を持つ子どもの将来が心配。
　　　　　　遺産分割協議をしたいけど相続人の一人が認知症でできない。
　　　　　　年金が母のために使われていないみたい・・・どうしよう。
４．費　用　無料

■問■申 岐阜県司法書士会事務局内　☎058-259-7118

■問 森林の不適正事案110番
　 岐阜県西濃農林事務所林業課　☎73-1111（内線393･389） FAX：73-8606

■問 岐阜地方法務局人権擁護課　☎058-245-3181（内線161）

令和７年１月中旬

令和７年１月中旬～１月末

令和７年２月上旬～２月下旬

令和７年２月下旬～３月上旬

調査員事務説明会に出席

調査対象者へ調査票の配付

調査票を回収し、整理

回収した調査票を町へ提出

※上記期間中でおおむね 10日間程度の従事となります（決められた勤務時間はありません）
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